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青森県県土整備部設計単価決定の考え方 

 

１．用語の定義 

 １）労務単価 

   労務単価とは、農林水産省及び国土交通省が所管する公共工事に従事した建設労働者の賃金等

の実態を調査した結果を基に決定した公共工事設計労務単価をいう。 

２）主要材料 

主要材料とは、アスファルト合材・生コンクリート・骨材・鉄筋コンクリート用棒鋼をいう。 

 ３）一般材料 

   一般材料とは、主要材料以外の材料をいう。 

 ４）市場単価 

   市場単価とは、材料費、労務費、機械経費等で構成される施工単位当たりの市場での取引価格

をいう。 

５）物価資料 

物価資料とは、（財）建設物価調査会及び（財）経済調査会が発行している下記の刊行物をい

う。 

     「建設物価」（月刊版）、「土木コスト情報」（季刊版）：（財）建設物価調査会発行 

     「積算資料」（月刊版）、「土木施工単価」（季刊版） ：（財）経済調査会発行 

６）建設資材調査 

   建設資材調査とは、年度版、定期設計単価の決定のために行う材料の市場価格（取引実価格）

調査をいう。 

 ７）見積書 

   見積書とは、製造会社・販売会社等から徴収したものをいう。 

 

２．設計単価の決定方法 

１）公共工事設計労務単価、工場製作品単価、委託業務における設計業務等技術者単価及び材料単

価等については、国が決定した単価をもとにして決定する。 

２）年度版単価改定の４月単価は、単価変動率の有無に関わらず全単価について建設資材調査によ

り決定する。 

建設資材調査は、３月期（１月下旬から２月上旬）を原則とする。 

３）１０月改定単価は、９月期（７月下旬から８月上旬）の物価資料に基づき決定する。ただし、

８月期の単価動向調査において単価変動率が±５％未満の場合は、単価改定を行わない。 

４）建設資材調査 

   下記の地場材（地域別単価）は、単価決定のために市場の実態調査を行う。 

・砂、砕石類（再生砕石含む） 

・鉄鋼スラグ 

・捨石類 

・アスファルト合材（再生アスファルト合材含む） 

・生コンクリート 

・土木ブロック類 

・環境庁告示４６号試験費（六価クロム溶出試験） 
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・最終処分場受入料金 

・建設廃棄物再資源化施設受入料金 

なお、上記地場材のうち主要材料は、「建設資材対策東北地方連絡会」申し合わせ事項により共

同調査（調査地域分担）を行い、単価決定する。 

   一般資材は、実態調査及び物価資料により単価決定する。 

   決定単価は、調査価格の最低価格を採用する。 

５）市場単価 

  イ）単価改定時期及び基準 

    改定は価格変動率にかかわらず、４月及び１０月改定とする。 

ただし、材料が分離計上されている市場単価においては、材料価格は設計単価表によるもの

とし、一物二価とならないようにする。 

４月単価は、物価資料「冬号」、１０月単価は、物価資料「夏号」により決定することを標準

とする。 

  ロ）市場単価の決定方法 

次の物価資料に掲載されている「青森」の価格の低い方を採用する。 

    「土木コスト情報」（季刊版）   （財）建設物価調査会発行 

    「土木施工単価」（季刊版）    （財）経済調査会発行 

 

３．設計単価の改定時期及び管理基準 

１）設計単価の改定時期 

年度版単価改定は４月１日とし、全面改定を原則とする。ただし、材料単価の変動が著しい

場合は、必要に応じて改定するものとする。 

２）管理基準 

 イ）管理は毎月管理を原則とする。 

ロ）主要材料については、設計単価に対して±５％以上の変動が生じた場合に改定することを標

準とする。 

ハ）一般材料については、設計単価に対して±１０％以上の変動が生じた場合に改定することを

標準とする。ただし、１０月改定においては、±５％以上の変動が生じた場合に改定すること

を標準とする。 

 

４．公表設計単価表に掲載されていない材料単価の決定方法 

  公表設計単価表に掲載されていない材料単価の決定順位は、次によることを原則とする。 

   ① 物価資料により決定する。 

   ② 見積書により決定する。 

１）物価資料により単価を決定する場合 

イ）物価資料のうち「建設物価」及び「積算資料」に掲載されている価格の低い方を採用するも

のとする。ただし、「建設物価」及び「積算資料」の一方に掲載されている品目については、一

方の物価資料に掲載されている価格を採用する。 

ロ）公表価格となっている品目のうち割引額又は割引率が表示されている品目については、割引

した価格を採用してよいものとする。 

ハ）物価資料に掲載されている都市の取扱については、次によるものとする。 
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    ①「全国」・「全国価格」・「東北」・「青森」と掲載されている品目の材料単価は、県内全域の

材料単価として採用する。 

    ②「青森市」「弘前市」等県内の市町村が掲載されている品目の材料単価は、各地区の材料単

価として採用する。 

 ２）見積書により単価を決定する場合 

   物価資料、特別資料に無い材料の単価は、見積書を徴収して決定する。 

   見積書の徴収は、下記を原則とする。 

①依頼先の選定は、５社以上を原則とする。 

ただし、品目の取扱社が限定されている場合、特別な事情がある場合は４社以下から見積

書を徴収することができるものとする。 

②見積書の徴収に当たっては、製品名・形状寸法・品質・規格・数量・納入時期・荷渡し条

件（現着単価等）・納入場所等の条件を提示して、実勢価格で見積を依頼するものとする。 

    ③見積書による材料単価は、徴収した見積書の最低価格を採用する。 

ただし、最低価格が直近上位の価格と３０％以上の差異がある場合は、異常値として最低

価格を棄却し、直近上位価格を採用する。 

     Ａ＝（Ｂ－Ｃ）／Ｂ×１００ 

     Ａ ：（％）価格差比率 

     Ｂ ：見積書最低価格に対する直近上位（４番目）価格 

     Ｃ ：見積書最低（５番目）価格 

④「設計単価表」に品目があるが、使用しようとする規格がない場合は、単価表に掲載され

ている品目規格と使用する規格品の見積を徴収し、次により単価決定する。 

     Ａ＝Ｂ／Ｂ’×Ｃ 

     Ａ ：使用しようとする材料単価 

     Ｂ ：設計単価表に掲載している材料品目規格の単価 

     Ｂ’ ：設計単価表に掲載している材料品目規格と同一材料の見積最低価格 

     Ｃ ：使用しようとする材料品目規格と同一材料の見積最低価格 

⑤１社のみ製造の特別な材料の場合は、見積書の価格の９０％を材料単価として採用する。 

 

５．端数調整方法 

    ①生コン………………………… 10 円単位（ｍ3当り） 

    ②アス合材・骨材……………… 50 円単位（ｔ・ｍ3当り） 

                   00～49 円→00円、50～99 円→50 円 

    ③鋼材・丸鋼…………………… 500 円単位（ｔ当り） 

                   000～499 円→000 円、500～999 円→500 円 

    ④ＰＣより線・棒鋼…………… 小数第２位の切捨（kg当り） 

    ⑤その他一般資材……………… 価格の絶対値により切捨 

                   価格＜1,000→円単位、1,000≦価格＜10,000→10 円単位 

                   10,000≦価格→100 円単位 

 

６．その他 

  単価改正の時期は、原則として当該年度の２月１日適用を最終とする。 



青森県県土整備部設計単価決定の考え方（対象：土木工事）

一般材料
（主要材料以外）

主要材料
４品目

その他

使用頻度が高い資材 使用頻度が低い資材

改定基準：

市場単価
｜

物価資料
（冬号・夏号）

建設資材調査
（３月期調査）

建設資材調査
（３月期調査）

物価資料
（３月期）

物価資料
（発注時）

見積り
（発注時）

物価資料
（３月期）

労務費
｜

改定基準：
4月及び10月改定

（３月期調査）（３月期調査） （３月期） （発注時） （発注時）

L型擁壁、側溝、
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ等

油脂類、電線、
鋼矢板、賃料等

照明灯、
街路樹等

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材、
生ｺﾝｸﾘｰﾄ、骨材
（地区単価）

（３月期）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
用棒鋼

産廃処理費
｜

見積り

労務費調査

改定基準：設計単価に対して±5%以上の
変動が生じた場合改定するこ
とを標準とする

設計単価表に掲載

改定基準：
原則年度内改定なし

設計単価表に掲載 設計単価表に掲載

改定基準：設計単価に対して±10%以上
の変動が生じた場合改定す
ることを標準とする

（但し10月は±5%以上で改定）

設計単価表に掲載設計単価表に掲載 設計単価表に掲載

塗りつぶしは公表単価
注１.物価資料に基づく単価は著作権の関係上公表していない。
注２.産廃処理費は業者別の価格情報であることから公表していない。




